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【参考】 

○ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）（抄） 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第１６７条の４ 普通地方公共団体は，特別の理由がある場合を除くほか，一般競争入札に次の各号のいずれか

に該当する者を参加させることができない。 

  (1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

  (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

  (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成３年法律第７７号）第３２条第１項各号に掲げ

る者 

 ２ 普通地方公共団体は，一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められる

ときは，その者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理

人，支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても，また同様とする。 

  (1) 契約の履行に当たり，故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い，又は物件の品質若しくは数量に関

して不正の行為をしたとき。 

  (2) 競争入札又はせり売りにおいて，その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し，若しくは

不正の利益を得るために連合したとき。 

  (3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

  (4) 地方自治法第２３４条の２第１項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げ

たとき。 

  (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

  (6) 契約により，契約の後に代価の額を確定する場合において，当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づ

き過大な額で行つたとき。 

  (7) この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又

は契約の履行に当たり代理人，支配人その他の使用人として使用したとき。 

 

（一般競争入札のくじによる落札者の決定） 

第１６７条の９ 普通地方公共団体の長は，落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは，直ちに，

当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において，当該入札者のうちくじを引

かない者があるときは，これに代えて，当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

 

○ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）（抄） 

（職員の行為の制限） 

第２３８条の３ 公有財産に関する事務に従事する職員は，その取扱いに係る公有財産を譲り受け，又は自己の

所有物と交換することができない。 

 ２ 前項の規定に違反する行為は，これを無効とする。 

 

○ 呉市暴力団排除条例（平成２４年条例第１号）（抄） 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

  (1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

  (2) 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

  (3) 暴力団員等 暴力団員及び現に広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項

の規定による公表が行われている者をいう。 
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○ 呉市の契約に係る暴力団等排除措置要領（抄） 

（定義） 

 第２条 この要領において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に 定めるところによる。  

(1) 暴力団 条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。 

(2) 暴力団関係者 次に掲げる者をいう。 

ア 条例第２条第２号に規定する暴力団員  

イ 準構成員（暴力団員ではないが，暴力団と関係を持ちながら，その組織の 威力を背景として暴力的不法行 

為等を行い，又は暴力団に資金や武器を供給 するなどしてその組織の維持・運営に協力し，若しくは関与 

する者）   

ウ 次に掲げる者その他の暴力団と関わりのある者 

(ｱ) 暴力団，暴力団員又は準構成員に協力等をし，これらに関与する者 

(ｲ) 暴力団員若しくは準構成員であったことを背景とし，若しくは標ぼうす るなどし，又は暴力団員若し 

くは準構成員であることを標ぼうするなどし て，実質的に暴力団員又は準構成員と同視し得る行為を行 

う者  

(ｳ) 総会屋，右翼，社会運動等の名目を背景とし，又は標ぼうするなどして， 実質的に暴力団員又は準構 

成員と同視し得る行為を行う者  

(3) 暴力団等 暴力団及び暴力団関係者並びに別表に規定する措置要件に該当す るなど暴力団又は暴力団関係 

者と関わりのある法人，組合その他の団体を総称 していう。 

（指名停止等による暴力団等の排除） 

第３条 市長は，暴力団等について，次の各号に掲げる契約の種別に応じ，それぞ れ当該各号に定める措置を講じ

るものとする。  

 (2) 公有財産の売払い等に係る契約 契約の相手方候補者が別表に規定する措置 要件のいずれかに該当する 

と認められるときは，当該売払い等に係る募集要項 等に基づき，当該相手方候補者を契約の相手方としな 

いものとする 

（再委託等の禁止による暴力団等の排除） 

第４条 市長は，契約の相手方（以下「受注者」という。）が，別表に規定する措 置要件のいずれかに該当すると

認められるものに対し当該契約の履行の一部を請け 負わせ，若しくは委託し，又は公有財産を転売，転貸等しよ

うとすることについて， 承認・承諾をしないものとする。 

（契約解除による暴力団等の排除） 

第５条 市長は，契約の締結後において受注者が別表に規定する措置要件のいずれ かに該当すると認められると

きは，当該契約の契約条項に基づき当該契約を解除す ることができるものとする 

別表（第３条－第５条関係） 

措置要件 

 (1) 役員等（個人事業者である場合にはその者を，法人である場合にはそ の役員又はその支店若しくは営業

所（常時契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団関係者であると認められ

るとき。 

 (2) 役員等が暴力団，暴力団関係者，暴力団関係者が経営若しくは運営に 実質的に関与していると認められ

る法人若しくは組合等又は暴力団若し くは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

ら れる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 

 (3) 役員等が暴力団，暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営 に実質的に関与していると認めら

れる法人若しくは組合等に対して，資 金等を供給し，又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協 

力し，又は関与していると認められるとき。 

 (4) 前３号に規定するときのほか，役員等が暴力団又は暴力団関係者と社 会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 

 (5) その経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。  


